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中
国
人
船
長
の
釈
放
方
針
決
定
に
至
る
経
緯
と
法
務
大
臣
の
指
揮
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
に
発
生
し
た
中
国
漁
船
に
よ
る
公
務
執
行
妨
害
等
被
疑
事
件
で
は
、
�
其
雄
船
長
が
「
公
務
執
行

妨
害
」
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
身
柄
は
九
月
九
日
に
那
覇
地
検
石
垣
支
部
に
送
致
さ
れ
た
。
石
垣
簡
易
裁
判
所
は
、
九
月

十
日
に
勾
留
決
定
、
九
月
十
九
日
に
勾
留
延
長
を
決
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
勾
留
期
限
到
来
前
の
九
月
二
十
四
日
に
那
覇
地
検

が
「
処
分
保
留
の
上
、
釈
放
す
る
」
旨
の
記
者
会
見
を
行
い
、
被
疑
者
は
九
月
二
十
五
日
に
釈
放
さ
れ
、
出
国
し
た
。

検
察
庁
の
方
針
は
意
外
な
も
の
で
あ
り
、
菅
内
閣
の
閣
僚
は
検
察
方
針
決
定
に
際
し
て
の
関
与
を
否
定
し
て
い
る
が
、
私
自

身
は
、
む
し
ろ
「
日
本
国
の
国
益
を
守
る
為
に
は
、
法
務
大
臣
が
検
察
庁
法
第
十
四
条
に
則
っ
て
検
事
総
長
に
対
し
て
適
切
な

指
揮
を
行
う
べ
き
だ
っ
た
」
と
考
え
る
者
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
九
月
八
日
に
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
は
「
我
が
国
の
法
律

に
基
づ
い
て
、
厳
正
に
対
処
し
て
い
く
」
と
表
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
考
え
方
は
正
し
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
菅
内
閣
の
一

員
で
あ
る
法
務
大
臣
が
、
何
故
、
総
理
大
臣
の
方
針
を
貫
く
為
の
努
力
を
し
な
か
っ
た
の
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

被
疑
者
を
早
々
に
釈
放
し
て
国
外
に
出
し
た
こ
と
は
国
益
を
損
ね
、
検
察
庁
の
方
針
決
定
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
様
々
な

憶
測
と
疑
念
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
り
、
菅
内
閣
の
外
交
姿
勢
や
法
務
行
政
全
般
に
対
す
る
国
民
の
不
信
感
を
増
幅
さ
せ
て
し
ま
っ

た
と
感
じ
て
い
る
。

一



従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

九
月
二
十
七
日
に
自
民
党
本
部
に
於
い
て
法
務
省
刑
事
局
か
ら
受
け
た
説
明
に
よ
る
と
、
九
月
二
十
四
日
の
那
覇
地
検
に

よ
る
記
者
会
見
の
前
に
、
那
覇
地
検
、
高
検
、
最
高
検
の
三
者
協
議
が
行
わ
れ
、
「
処
分
保
留
の
上
、
釈
放
」
と
い
う
検
察

庁
の
方
針
を
決
定
し
、
そ
の
後
、
法
務
省
刑
事
局
長
が
法
務
大
臣
に
報
告
し
、
法
務
事
務
次
官
が
瀧
野
官
房
副
長
官
に
報
告

し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

前
記
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
間
違
い
な
い
か
。
仮
に
修
正
す
る
べ
き
点
や
補
足
す
る
べ
き
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
具
体
的

に
回
答
さ
れ
た
い
。

�

那
覇
地
検
、
高
検
、
最
高
検
の
三
者
協
議
が
行
わ
れ
た
日
時
、
法
務
省
刑
事
局
長
が
法
務
大
臣
に
報
告
し
た
日
時
、
法

務
事
務
次
官
が
内
閣
官
房
副
長
官
に
報
告
し
た
日
時
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

九
月
二
十
四
日
の
那
覇
地
検
記
者
会
見
以
前
に
は
、
検
察
庁
が
決
定
し
た
方
針
に
つ
い
て
、
総
理
大
臣
や
官
房
長
官
へ

の
報
告
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
報
告
を
行
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
日
時
を
回
答
さ
れ
た
い
。
行
わ
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

�

検
察
庁
の
方
針
発
表
に
先
立
っ
て
法
務
大
臣
や
内
閣
官
房
副
長
官
に
対
し
て
行
わ
れ
た
報
告
に
は
、
九
月
二
十
四
日
の

二



記
者
会
見
で
鈴
木
亨
次
席
検
事
が
述
べ
た
全
て
の
釈
放
理
由
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
。

つ
ま
り
、
「
『
み
ず
き
』
の
損
傷
は
直
ち
に
航
行
に
支
障
が
生
じ
る
程
度
の
も
の
で
は
な
い
」
、
「
『
み
ず
き
』
乗
組

員
が
負
傷
す
る
な
ど
の
被
害
の
発
生
が
な
い
」
、
「
衝
突
は
、
巡
視
船
の
追
跡
を
免
れ
る
為
の
咄
嗟
の
行
為
で
、
計
画
性

等
は
認
め
ら
れ
な
い
」
、
「
被
疑
者
に
は
我
が
国
に
お
け
る
前
科
等
が
な
い
」
、
「
我
が
国
国
民
へ
の
影
響
や
今
後
の
日

中
関
係
も
考
慮
す
る
と
、
身
柄
を
拘
束
し
て
捜
査
を
続
け
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
い
う
五
つ
の
理
由
に
つ
い
て
、
漏

れ
な
く
説
明
さ
れ
た
の
か
。

仮
に
説
明
し
な
か
っ
た
点
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
項
目
と
説
明
し
な
か
っ
た
理
由
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

法
務
省
刑
事
局
の
説
明
に
よ
る
と
、
法
務
省
刑
事
局
長
が
法
務
大
臣
に
対
し
て
報
告
を
し
た
時
に
、
法
務
大
臣
は
「
分

り
ま
し
た
」
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
間
違
い
な
い
か
。

�

前
問
に
つ
い
て
、
「
分
り
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
以
外
に
、
法
務
大
臣
は
意
見
を
述
べ
た
の
か
。
述
べ
た
と
し
た
ら
、

そ
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

�

検
察
庁
が
「
処
分
保
留
の
上
、
釈
放
」
と
い
う
方
針
を
決
定
す
る
前
に
、
総
理
大
臣
、
官
房
長
官
、
官
房
副
長
官
、
そ

の
他
の
閣
僚
、
与
党
政
治
家
か
ら
、
方
針
の
方
向
性
や
決
定
時
期
に
つ
い
て
の
示
唆
や
指
示
は
一
切
無
か
っ
た
の
か
。
仮

三



に
法
務
省
、
検
察
庁
に
対
し
て
、
大
臣
、
副
大
臣
、
与
党
政
治
家
か
ら
何
ら
か
の
示
唆
や
指
示
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ

の
日
時
と
発
言
者
名
と
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

二

「
法
務
大
臣
に
よ
る
指
揮
」
に
つ
い
て

�

法
務
省
設
置
法
第
十
四
条
は
「
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
法
務
省
に
置
か
れ
る
特
別
の
機
関
で
本
省
に
置
か

れ
る
も
の
は
、
検
察
庁
と
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
検
察
庁
法
第
十
四
条
は
、
「
法
務
大
臣
は
、
第
四
条
及
び
第
六
条

に
規
定
す
る
検
察
官
の
事
務
に
関
し
、
検
察
官
を
一
般
に
指
揮
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
個
々
の
事
件
の
取
調

又
は
処
分
に
つ
い
て
は
、
検
事
総
長
の
み
を
指
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

本
事
件
の
取
調
や
処
分
の
在
り
方
に
つ
き
、
法
務
大
臣
か
ら
検
事
総
長
へ
の
指
揮
は
行
わ
れ
た
か
。
指
揮
が
行
わ
れ
た

と
し
た
ら
、
そ
の
日
時
と
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
れ
ま
で
の
国
会
答
弁
を
伺
う
限
り
、
法
務
大
臣
を
は
じ
め
菅
内
閣
の
閣
僚
は
、
本
件
に
お
け
る
検
察
庁
の
方
針
決
定

に
関
し
て
は
一
切
の
介
入
を
行
っ
て
い
な
い
旨
を
主
張
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
、
「
む
し
ろ
本
件
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
検
事
総
長
に
対
し
て
適
切
な
指
揮
を
行
う
べ
き
で
あ
っ

た
」
と
考
え
る
者
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
九
月
八
日
に
菅
総
理
大
臣
は
「
我
が
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
厳
正
に
対
処
し

四



て
い
く
」
と
表
明
さ
れ
て
お
り
、
菅
内
閣
の
一
員
で
あ
る
法
務
大
臣
は
、
総
理
大
臣
の
方
針
を
受
け
て
「
法
律
に
基
づ
い

た
厳
正
な
対
処
」
を
検
事
総
長
に
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
だ
。

仮
に
法
務
大
臣
が
検
事
総
長
に
対
し
て
指
揮
を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

仮
に
総
理
大
臣
、
大
臣
、
副
大
臣
が
検
察
庁
に
よ
る
「
処
分
保
留
の
上
、
釈
放
」
と
い
う
方
針
を
是
と
し
て
意
見
も
述

べ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
総
理
大
臣
が
表
明
さ
れ
た
「
我
が
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
厳
正
に
対
処
し
て
い
く
」
と
い
う

方
針
は
、
九
月
八
日
以
後
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
変
更
さ
れ
た
日
時
と
変
更
し

た
理
由
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


